
競  技  者  注  意  事  項  
 

１ ．本 大 会 は 、２ ０ ２ ５ 年 度（ 公 財 ）日 本 陸 上 競 技 連 盟 競 技 規 則 な ら び に 競 技 注 意 事 項 に  

よ り 実 施 す る 。 な お 、 本 大 会 は 広 告 規 定 を 適 用 す る 。  

２ ． 練 習 に つ い て  

1） 練 習 （ ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ や ダ ウ ン 等 ） は 、 サ ブ グ ラ ウ ン ド を 使 用 し 、 団 体 責 任  

者 及 び 保 護 者 立 ち 合 い の も と 行 う 。 ＊ 使 用 し た 用 器 具 は 各 自 で 片 付 け る る こ と 。  

※ サ ブ グ ラ ウ ン ド 以 外 で の ジ ャ ベ リ ッ ク ボ ー ル 投 げ の 練 習 は 厳 禁  

2） フ ィ ー ル ド 競 技 は 競 技 開 始 前 に 本 競 技 場 で 審 判 の 指 示 の も と 行 う 。  

３ ． 招 集 に つ い て  

1） 招 集 所 は １ ０ ０ ｍ ス タ ー ト 地 点 ス タ ン ド 後 付 近 招 集 広 場 で 行 う 。  

2）招 集（ 受 付 ）方 法 は 、招 集 完 了 時 刻 の 15 分 前 か ら 係 が 名 前 を 呼 び 出 し 、ア ス リ ー

ト ビ ブ ス を 確 認 さ せ る 。  

 ※ 招 集 場 所 へ は ユ ニ ホ ー ム を 着 用 （ ユ ニ ホ ー ム に ビ ブ ス を 取 り 付 け て お く ）  

※ プ ロ グ ラ ム 記 載 の 招 集 完 了 時 刻 に 受 付 を 済 ま せ て い な い 場 合 は 棄 権 と 判 断 す る  

3） ト ラ ッ ク 競 技 に 出 場 す る 競 技 者 は 腰 ゼ ッ ケ ン を 受 け 取 り 各 自 で 取 り 付 け る 。 返 却

は 、 ゴ ー ル 後 に 各 自 で 取 り 外 し 回 収 か ご に 入 れ る  。  

4） 競 技 場 所 へ の 移 動 は 、 係 員 の 誘 導 で 行 う 。  

４ ． 競 技 に つ い て  

1）事 故 防 止 の た め 短 距 離 走 で は 、ゴ ー ル 後 も 自 分 に 割 り 当 て ら れ た レ ー ン（ 曲 走 路 ）  

を 走 る こ と 。  

2） リ レ ー 競 技 に つ い て                   

① リ レ ー オ ー ダ ー 用 紙 は 当 日 招 集 所 で 受 け 取 る こ と 。  

 ※ 陸 協 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド し 使 用 可 。  

② リ レ ー オ ー ダ ー は １ 組 の 招 集 完 了 時 刻 ６ ０ 分 前 ま で に 所 定 の 用 紙 に 正 確 に 記 入

の 上 、 そ の チ ー ム の 監 督 が サ イ ン を し 、 競 技 者 係 に 提 出 す る 。  

③ リ レ ー オ ー ダ ー 用 紙 は 決 勝 に お い て も 同 様 に 提 出 す る こ と 。  

④ チ ー ム の 出 場 者 は 同 系 列 の ユ ニ フ ォ ー ム を 着 用 す る こ と 。  

5) 競 技 終 了 後 は 、 審 判 の 指 示 に よ り 速 や か に 退 場 す る 。  

５ ． 用 器 具 に つ い て  

1) 競 技 に 使 用 す る 用 器 具 は 、す べ て 主 催 者 が 用 意 し た も の を 使 わ な け れ ば な ら な い 。 

2) 跳 躍 、 投 て き 競 技 の 助 走 に 使 用 す る マ ー ク は 主 催 者 が 用 意 す る 。  

６ ． 競 技 用 ス パ イ ク ピ ン に つ い て  

1） 本 競 技 場 で は ス パ イ ク ピ ン の ⾧ さ は 、 走 高 跳 ・ ジ ャ ベ リ ッ ク ボ ー ル 投 は 12 ㎜ 以

下 、 と し 、 そ の 他 の 競 技 は ９ ｍ ｍ 以 下 と す る 。  

2）シ ュ ー ズ 底 の 厚 さ に つ い て は 競 技 規 則 TR5.2 及 び 競 技 用 靴 に 関 す る 規 定 を 適 用 す

る 。（ 20 ㎜ 以 下 ）  



７ ． そ の 他  

1） 緊 急 又 は 重 要 な 連 絡 が あ る 場 合 は 、 随 時 、 場 内 放 送 を で ア ナ ウ ン ス す る 。  

2） 競 技 場 内 で の 写 真 ・ 撮 影 は 、 許 可 さ れ た 報 道 カ メ ラ マ ン の み と す る 。  

3） 競 技 会 場 内 で 撮 影 さ れ た 競 技 写 真 及 び 動 画 の 著 作 権 に つ い て は 、 大 会 主 催 者 に 帰   

属 す る も の と す る 。 Ｓ Ｎ Ｓ 等 に 無 断 で 配 信 す る 行 為 は 厳 禁 。  

4） ス タ ン ド 下 通 路 及 び 室 内 練 習 場 付 近 の 選 手 控 場 所 設 置 は 禁 止 す る 。  

5） 団 体 で の 控 え 場 所 は 芝 ス タ ン ド 又 は バ ッ ク ス タ ン ド 裏 と す る 。  

  ※ 控 え 場 所 で は 、 他 の 参 加 者 や 観 客 の 迷 惑 に な る よ う な 行 為 は 慎 む こ と 。  

6）競 技 場 (練 習 場 も 含 む )に 商 社 名 、商 品 名 の つ い た も の を 持 ち 込 む こ と は で き な い 。 

詳 細 は 「 競 技 会 に お け る 広 告 及 び 展 示 物 に 関 す る 規 定 」 に 準 じ る 。  

※ 広 告 規 定 に 違 反 す る 文 字 等 は 各 自 で テ ー プ を 貼 る な ど し 、露 出 し な い よ う に す   

る こ と  

7） 記 録 の 証 明 を 希 望 す る 競 技 者 は 、 記 録 情 報 室 に 3 0  0 円 を 添 え て 申 出 を し 、 60 

分 後 に 受 け 取 る こ と 。  

8） 抗 議 申 立 書 は 競 技 規 則 T R 8（ 国 内 競 技 会 ） に よ っ て 総 務 に 提 出 す る 。  

9） 個 人 情 報 は 本 大 会 活 動 に 利 用 す る も の と し 、 こ れ 以 外 の 目 的 に 利 用 し な い 。  

10） 記 録 速 報 掲 示 は し な い 。  沖 縄 陸 上 競 技 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 。 又 は 当 日  

Ｑ Ｒ コ ー ド を 案 内 す る 。  

11） ゴ ミ は 、 全 て 持 ち 帰 る 。  

   12） 当 日 競 技 開 始 後 に 、 WBGT31℃ 以 上 と な っ た 場 合 、 競 技 の 中 止 ・ 中 断 や 競 技 日 程   

の 変 更 な ど を す る 場 合 が あ る 。  


